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平素より年金事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

「障害年金講座」コーナーでは、市区町村の皆様方向けに、障害年金に関する窓□事務での注

意点やよ<ある返戻事例等、さまざまな情報をお届けしております。
毎号、市区町村の皆様方の日々の業務にお役立てできるよう努めてまいりますので、今後とも

よろし<お願いします。

さて、今回のテーマは、
診断書交付時のお願い その③

です。

障害年金講座

″
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～ちょつと気になる 眼の診断書について～

視力障害で請求するお客様がいらつしゃいます。診断書の⑩ (1)視力欄について、
裸眼視力の記動はありますが、矯正視力の記載がありません。認定は可能でしょ
うか。

屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定します。ただし、屈折異常のあ
るものであつても、次のいずれかに該当する場合は、裸眼視力により認定します。
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ア 矯正が不能のもの
イ 矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められ
るもの

ウ 最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難であると医学的に認められる
もの

診断書交付時のお願い

〇「診断書の記載漏れ防止」の観点より、診断書交付時に記入上の注意について可能な限り
説明をお願いします。

〇今回は「眼の障害用」の「診断書」と「記入上の注意」をセットにしたものを掲載しました。

診断書と一緒に病院に持参できるよう診断書交付時にご活用ください。

〇障害年金請求用の診断書は8種類あり、かけはし第86号 (2024.1.12)の「精神の障害用」
の「診断書」と「記入上の注意」を皮切りに、これまで各種診断書の掲載をしておりました
が、今回の紹介で最後となります。
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診  断  書 (限の障害用 ) 様式第120号の 1
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本人の障害の程度及び状態に無関係な欄には記入する必要はありません。 (無関係な欄は、斜線により株消してください。)

上記のとおり、診断します。         年  ・ 月   日

病院又は診療所の名称                         診療担当科名

所    在   地                         医師氏名
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傷病が治った (症状が固定して給療
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診断書作成医療機関に

おける初診時所見
初診年月日
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1 この診断書は、国民年金又は厚生年金保険の障害給付を受けようとする人が、その年金請求書に必ず添えな
ければならない書類の一つで、初診日から1年 6月 を経過した日 (そ の期間内に治ったときは、その日)にお

いて、国民年金法施行令別表又は厚生年全保険法施行令別表 (以下「施行令別表」という。)に該当する程度
の障害の状態にあるかどうか、又は、初診日から1年 6月 を経過した日において、施行令別表に該当する程度

の障害の状態でなかった者が、65歳に到達する日の前日までの間において、施行令別表に該当する程度の障害

の状態に至ったかどうかを証明するものです。

r また、この診断書は、国民年金又は厚生年全保険の年金給付の加算額の対象者となろうとする人等に ヽ
(ついても.障害の状態が施行令別表に該当する程度にあるかどうかを証明するものです。        メ
2 ③の欄は、この診断書を作成するための診断|」 ではなく、本人が障害の原因となった傷病について初めて医
師の診療を受けた日を,し入してください。前に他の医師が診療している場合は、本人の中立てによって記入し

てください。

3 ⑨の|11:の 「診療回数」は、現症日前 1年間における診療回数を記入してください。 (なお、入院日数 1日 は、
診療回数 1回 として計算してください。)

4 「障害の状態」の欄は、次のことに留意して記入してください。
(1)本人の障害の程度及び状態に無関係な欄には記入する必要がありません。 (無関係な欄は、斜線により抹
消してください。)なお、該当欄に記入しきれない場合は、別に紙片をはりつけてそれに記入してください。
(2)⑩の欄の「(1)視力」の測定結果は、過去 3か月間において複数回の測定を行つている場合は、最良の

値を示したものを記入してください。                        ア

5 ⑩の欄の (1)視力の 「矯正視力」の襴は、最良視力が得られる矯正レンズによつて得られた視力を記入して
ください。

なお、眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯上した視力を測定してください。

6 視野は、コール ドマン型視野言1又 は自動視野言|を 用いて測定してください。
ユール ドマン型視野計を用いる場合、中心視野の測定には 1/2の視標を用い、周辺視野の測定には 1/4
の視標を用いてください。

自動視野計を用いる場合、両眼開放視認点数は視標サイズ皿による両眼開放エスターマンテス トで測定し、

両眼中心視野視認点数は視標サイズIIIに よる10-2プ ログラムで測定してください。

7 ⑩の欄の (2)ア (ア )①「周辺視野の角度」は、1/4の視標を用いて左右眼ごとに8方向の視野の角度 (1/4
の視標が視認できない部分を除いて算出)を該当する方向の欄に記入し、8方向の角度を合算した数値を「合計」
の欄に記入してください。

8 ⑩の欄の (2)ア (イ )「中心視野の角度」は 1/2の視標を用いて左右眼ごとに8方向の視野の角度 (1/2
の視標が視認できない部分を除いて算出)を該当する方向の欄に記入し、8方向の角度を合算した数値を「合計」
の欄に記入してください。

9 診断書の記載要領を日本年金機構のホームページに掲載していますのでご参照ください。
また、日本年金機構のホームページに掲載しているExcel形式の診断書様式を使用していただくこともできます。
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以下の診断書の太文字の欄は、記入漏れがないよう記入していただくこととなっています。

③欄

診断書作成医療機関における初診時所見 初診年月日 (昭和・平成・令和 年 月 日)

⑩欄

障害の状態 (平成・令和 年 月 日現症 )
※ 1.本人の障害の程度及び状態に無関係な欄を除いてすべて記入してください。

(無関係な欄は、斜線により抹消してください。)

なお、該当欄に記入しきれない場合は、別に紙片をはりつけてそれに記入して

ください。

※2.障害に関係する検査が実施されていない場合は該当欄に「未実施」 又は「未測定」
など、わかりやすく記入してください。

Oゴールドヱン型視野計と用いた場合は、   の添壁型墨璽です。

O 自動視野計を用い は 、両眼開放エスターマンテストの検査結 日目コ]に 及び

1上2ゴログラムの撞萱整塁どわ2登豊ΩΩ量壁ゴ曇璽
=立
彙

⑪欄

現症時の日常生活活動能力及び労働能力(必ず記入してくださしヽ。)

⑫欄

予後 (必ず記入してください。)

※ 診断書作成医等の欄も、記入漏れがないよう記入していただくこととなつています。

上記のとおり、診断します。 年  月  日

病院又は診療所の名称 診療担当科名

医師氏名所   在   地

J
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添付が必要

この日付は診断書の作成年

月日となります。⑩欄の現

症日以降の日付で作成して

ください。
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